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指
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よ
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築
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築
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都
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の
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東
京
都
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お
け
る
選
挙
権
を
有
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る
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の
総
数
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十
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え
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に
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分
の
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を
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十
万
に
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権
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有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分

の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
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築
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課
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課
）…
�

○
河
川
整
備
基
本
方
針
の
公
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
河
川
部
計
画
課
）…
�	

○
水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
の
延
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）…
�	

○
水
道
料
金
の
減
免
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�	

○
下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
の
延
長
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
下
水
道
局
）…
��

○
下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

規

則

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
五
十
三
号

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
三
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（備考）
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（備考１）
を
削
り
、
同
様
式

（備考２）
を
同
様
式

（備考）
と
す
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（備考）
を
削
る
。
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別
記
第
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式

（備考１）
を
削
り
、
同
様
式

（備考２）
を
同
様
式

（備考）
と
す
る
。

別
記
第
十
六
号
様
式
か
ら
第
二
十
一
号
様
式
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
等
に
関

す
る
規
則
別
記
第
三
号
様
式
、
第
九
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
、
第
十
六
号
様
式

か
ら
第
二
十
一
号
様
式
の
二
ま
で
及
び
第
二
十
三
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
三

月
二
十
二
日

武
蔵
村
山
市
本

町
二
丁
目
百
十

九
番
三
の
一
部

及
び
同
番
五

延
長二

三
・
七
九

幅
員

四
・
五
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
三

月
二
十
二
日

武
蔵
村
山
市
本

町
二
丁
目
百
十

九
番
三
、
同
番

四
の
一
部
、
同

番
五
及
び
同
番

六

延
長二

八
・
九
七

幅
員

五
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項

第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
三

月
三
十
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部武
蔵
村
山
市

学
園
一
丁
目
一

番
四
、
同
番
九
、

延
長

一
三
三
一
・
九

七幅
員三

〇
・
〇
〇
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同
番
十
三
、
二

番
一
地
先
、
四

番
八
、
五
番
一

地
先
、
同
番
二
、

同
番
三
地
先
、

同
番
十
五
、
七

番
三
地
先
、
同

番
五
か
ら
同
番

七
ま
で
、
八
番

四
、
九
番
五
地

先
、
同
番
六
、

同
番
八
、
同
番

八
地
先
、
同
番

九
か
ら
同
番
十

一
ま
で
、
十
一

番
四
地
先
、
九

十
六
番
五
、
同

番
六
、
九
十
七

番
三
、
同
番
三

地
先
、
百
二
十

四
番
二
地
先
、

百
二
十
六
番
五

か
ら
同
番
七
ま

で
、
百
二
十
九

番
一
地
先
、
同

番
二
、
学
園
二

丁
目
一
番
一
、

同
番
四
、
同
番

五
、
七
番
四
、

十
二
番
二
地
先
、

二
十
三
番
五
地

先
、
二
十
四
番

三
、
同
番
三
地

先
、
二
十
九
番

七
、
三
十
番
六
、

同
番
八
、
三
十

一
番
一
、
同
番

六
地
先
、
三
十

二
番
四
地
先
、

同
番
十
、
同
番

十
一
、
神
明
一

丁
目
八
十
一
番

一
地
先
、
八
十

六
番
七
、
九
十

五
番
地
先
、
九

十
六
番
二
、
同

番
四
、
同
番
五
、

九
十
七
番
二
、

同
番
二
地
先
、

同
番
三
、
九
十

八
番
二
、
九
十

九
番
二
、
同
番

四
、
百
一
番
六
、

百
二
番
三
、
百

三
番
二
十
四
、

神
明
四
丁
目
百

二
十
一
番
二
、

同
番
二
地
先
、

百
二
十
四
番
二

地
先
、
百
二
十

六
番
二
、
同
番

二
地
先
、
百
二

十
七
番
七
、
中

央
一
丁
目
四
十

三
番
三
地
先
、

百
十
八
番
二
地

先
、
百
十
九
番

四
か
ら
同
番
六

ま
で
、
百
二
十

番
三
、
同
番
四
、

同
番
四
地
先
、

中
央
二
丁
目
百

十
二
番
三
、
百

十
三
番
三
、
同

番
三
地
先
、
百

十
五
番
六
、
同

番
六
地
先
、
百

二
十
五
番
六
、

同
番
六
地
先
、

同
番
七
、
百
二

十
六
番
地
先
、

百
二
十
七
番
五
、

同
番
五
地
先
、

同
番
六
、
同
番

七
、
百
二
十
八

番
四
、
百
二
十

九
番
三
地
先
、

百
五
十
一
番
五
、

同
番
六
、
百
五

十
二
番
二
、
同

番
三
、
百
五
十

三
番
五
、
百
五

十
四
番
三
十
二

地
先
及
び
同
番

三
十
四

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部武
蔵
村
山
市

学
園
一
丁
目
一

番
二
、
同
番
十

二
、
二
番
一
、

五
番
一
、
同
番

三
、
六
番
六
、

同
番
八
、
七
番

三
、
九
番
五
、

十
番
一
、
十
一

番
一
、
同
番
四
、

九
十
六
番
一
、

同
番
三
、
九
十

八
番
、
百
二
十

四
番
一
、
同
番

二
、
百
二
十
五

番
一
、
同
番
二
、

同
番
四
、
百
二

十
九
番
一
、
同

番
三
、
学
園
二

丁
目
一
番
二
、

六
番
二
、
七
番

一
、
十
二
番
二
、

十
三
番
一
、
同

番
二
、
二
十
三

番
一
、
同
番
三
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か
ら
同
番
五
ま

で
、
二
十
四
番

一
、
同
番
二
、

同
番
四
、
二
十

九
番
一
か
ら
同

番
四
ま
で
、
同

番
六
、
三
十
番

一
か
ら
同
番
五

ま
で
、
同
番
七
、

同
番
九
、
三
十

一
番
二
、
同
番

四
か
ら
同
番
六

ま
で
、
三
十
二

番
三
か
ら
同
番

五
ま
で
、
三
十

六
番
二
か
ら
同

番
四
ま
で
、
神

明
一
丁
目
八
十

一
番
一
、
八
十

六
番
四
、
同
番

六
、
同
番
二
十

四
、
九
十
五
番
、

九
十
六
番
一
、

九
十
八
番
一
、

九
十
九
番
一
、

同
番
三
、
同
番

五
、
同
番
六
、

百
一
番
一
、
同

番
五
、
百
三
番

二
十
、
同
番
二

十
三
、
神
明
四

丁
目
百
二
十
二

番
、
百
二
十
三

番
二
、
百
二
十

四
番
二
、
中
央

一
丁
目
四
十
番

四
、
四
十
一
番

三
、
四
十
二
番
、

四
十
三
番
三
、

百
十
七
番
一
、

同
番
二
、
百
十

八
番
一
、
同
番

二
、
百
十
九
番

三
、
中
央
二
丁

目
百
十
四
番
一
、

同
番
二
、
百
十

五
番
一
、
同
番

二
、
同
番
四
、

同
番
五
、
同
番

七
、
百
二
十
五

番
三
、
百
二
十

六
番
、
百
二
十

八
番
二
、
同
番

三
、
百
二
十
九

番
一
か
ら
同
番

四
ま
で
、
百
五

十
一
番
一
、
同

番
二
、
百
五
十

三
番
一
、
同
番

四
、
同
番
六
、

百
五
十
四
番
三

十
二
及
び
同
番

三
十
三

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
四
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
三

月
三
十
日

㈠

次
に
掲
げ

る
地
番
の
全

部武
蔵
村
山
市

延
長

九
五
五
・
四
二

幅
員三

〇
・
〇
〇

三
ツ
藤
一
丁
目

一
番
二
地
先
、

五
番
十
一
、
六

番
四
、
八
番
七
、

同
番
九
、
同
番

九
地
先
、
同
番

十
、
九
番
三
、

同
番
五
地
先
、

十
四
番
三
、
同

番
三
地
先
、
二

十
三
番
一
、
同

番
五
、
同
番
七
、

二
十
五
番
十
地

先
、
二
十
六
番

九
、
三
ツ
藤
二

丁
目
一
番
三
地

先
、
同
番
四
地

先
、
七
番
三
、

八
番
四
、
三
ツ

藤
三
丁
目
一
番

一
、
同
番
一
地

先
、
同
番
五
、

二
番
三
十
一
、

同
番
三
十
八
、

三
番
五
地
先
、

同
番
十
三
、
五

十
八
番
一
地
先
、

本
町
二
丁
目
八

十
四
番
二
地
先
、

八
十
七
番
三
か

ら
同
番
五
ま
で
、

同
番
五
地
先
、
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同
番
六
、
八
十

九
番
五
地
先
、

九
十
番
地
先
、

百
十
一
番
十
か

ら
同
番
十
三
ま

で
、
百
十
二
番

三
、
同
番
四
、

百
十
三
番
二
、

百
十
四
番
十
二
、

百
十
五
番
七
、

同
番
八
、
同
番

八
地
先
、
百
二

十
六
番
六
、
三

ツ
木
一
丁
目
三

十
三
番
三
、
三

十
四
番
一
、
同

番
一
地
先
、
三

十
五
番
二
十
か

ら
同
番
二
十
二

ま
で
、
三
十
六

番
六
、
三
十
八

番
五
、
同
番
六
、

四
十
番
十
七
地

先
、
同
番
二
十

二
、
同
番
二
十

三
、
六
十
五
番

二
十
六
地
先
、

同
番
二
十
七
及

び
六
十
六
番
五

地
先

㈡

次
に
掲
げ

る
地
番
の
一

部武
蔵
村
山
市

三
ツ
藤
一
丁
目

一
番
一
、
同
番

二
、
五
番
一
、

同
番
二
、
同
番

五
、
八
番
一
、

同
番
六
、
同
番

八
、
九
番
一
、

同
番
四
、
同
番

五
、
十
四
番
一
、

二
十
三
番
二
、

同
番
四
、
同
番

六
、
二
十
四
番

一
、
二
十
五
番

二
、
同
番
十
、

同
番
十
一
、
二

十
六
番
一
か
ら

同
番
三
ま
で
、

同
番
七
、
同
番

八
、
三
ツ
藤
二

丁
目
一
番
一
か

ら
同
番
四
ま
で
、

二
番
一
、
三
番
、

四
番
、
五
番
一
、

六
番
一
、
八
番

五
、
三
ツ
藤
三

丁
目
二
番
四
、

同
番
二
十
、
同

番
三
十
、
同
番

三
十
二
、
三
番

二
か
ら
同
番
五

ま
で
、
五
十
八

番
一
、
同
番
二
、

本
町
一
丁
目
八

十
四
番
三
、
同

番
八
、
同
番
十

一
、
八
十
五
番

一
、
本
町
二
丁

目
八
十
四
番
二

か
ら
同
番
四
ま

で
、
八
十
五
番

三
か
ら
同
番
五

ま
で
、
八
十
六

番
一
、
八
十
八

番
一
か
ら
同
番

三
ま
で
、
同
番

八
、
八
十
九
番

五
、
九
十
番
、

百
十
一
番
一
か

ら
同
番
四
ま
で
、

百
十
四
番
八
、

同
番
十
、
百
十

五
番
四
、
百
十

六
番
二
、
百
二

十
六
番
四
、
百

二
十
七
番
十
六
、

同
番
十
八
、
百

二
十
八
番
三
十

四
、
三
ツ
木
一

丁
目
三
十
三
番

二
、
三
十
四
番

二
か
ら
同
番
四

ま
で
、
三
十
五

番
二
、
同
番
三
、

三
十
六
番
一
、

同
番
七
、
同
番

八
、
三
十
九
番

一
、
四
十
番
四
、

同
番
十
七
、
六

十
五
番
二
十
六
、

六
十
六
番
五
及

び
同
番
七

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉
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変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
規
模
（
単

位
平
方
メ
ー
ト

ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
三

月
三
十
一
日

福
生
市
大
字
福

生
字
奈
賀
八
百

九
十
九
番
十
六

の
一
部

廃
止

一
・
七
九

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
三
年
三

月
三
十
一
日

福
生
市
大
字
福

生
字
奈
賀
八
百

九
十
九
番
十
二

及
び
同
番
十
五

の
一
部

延
長一

二
・
九
四

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条

第
十
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴

取
（
以
下
「
公
聴
会
」
と
い
う
。
）
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
公
聴
会

の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長
に
対

し
、
意
見
の
要
旨
並
び
に
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
公
聴
会
の
事
由
と

な
る
処
分
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
を
記
し
た
書
面
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。令

和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

一

公
聴
会
を
行
う
日
時

令
和
三
年
四
月
二
十
二
日
（
木
曜
日
）

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

二

公
聴
会
を
行
う
場
所

東
京
都
青
梅
合
同
庁
舎
三
階
第
六
会
議

室青
梅
市
河
辺
町
六
丁
目
四
番
地
の
一

三

書
面
の
提
出
先

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
建
築
指

導
第
三
課
指
導
第
一
担
当
（
東
京
都
青

梅
合
同
庁
舎
三
階
）

青
梅
市
河
辺
町
六
丁
目
四
番
地
の
一

電
話
〇
四
二
八
（
二
三
）
三
六
九
二

四

公
聴
会
を
行
う
理
由

次
の
建
築
許
可
を
す
る
た
め

建
築
主
住

所
氏
名

青
梅
市
末
広
町
一
丁
目
四
番
五
号

医
療
法
人
財
団
岩
尾
会

建
築
敷
地

青
梅
市
末
広
町
一
丁
目
四
番
四
ほ
か

地
域
地
区

工
業
専
用
地
域
及
び
第
一
種
特
別
工
業
地
区

既
存
建
築
物
の
概
要

申
請
の
概
要

工
事
種
別

及
び
用
途

病
院

増
築

病
院

敷
地
面
積

約
一
二
、
九
八
六
平
方

メ
ー
ト
ル

増
減
な
し

建
築
面
積

約
三
、
九
五
二
平
方
メ

ー
ト
ル

約
二
、
六
二
三
平
方
メ

ー
ト
ル

延
べ
面
積

約
九
、
五
五
〇
平
方
メ

ー
ト
ル

約
六
、
五
五
六
平
方
メ

ー
ト
ル

構
造
及
び

階
数

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

地
上
四
階
ほ
か

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

ほ
か

地
上
四
階
ほ
か

高
さ

十
七
・
二
メ
ー
ト
ル

十
九
・
八
一
メ
ー
ト
ル

適
用
条
文

建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
三
項
た
だ
し
書

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
五
十
四
号

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

二
年
東
京
都
条
例
第
二
百
十
五
号
）
第
十
七
条
の
十
九
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
地
域
冷
暖
房
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
例
第
十
七
条
の
十
八
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
し
た
地
域
冷
暖
房
区
域
の
名
称

八
重
洲
日
本
橋
地
域
冷
暖
房
区
域

二

変
更
内
容

地
域
冷
暖
房
区
域
の
範
囲
（
別
図
の
と
お
り
）

㈠

変
更
前

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目

三
番
地
先
の
一
部
及
び
四
番
地

先
の
一
部

同

区
日
本
橋
二
丁
目

一
番
、
二
番
、
三
番
、
一
番
地

先
の
一
部
、
二
番
地
先
の
一
部
、

三
番
地
先
の
一
部
、
四
番
地
先

の
一
部
、
五
番
地
先
の
一
部
及

び
七
番
地
先
の
一
部

同

区
日
本
橋
三
丁
目

一
番
、
一
番
地
先
の
一
部
及
び

八
番
地
先
の
一
部

同

区
八
重
洲
一
丁
目

百
一
番
、
百
三
番
、
百
五
番
、
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二
百
一
番
、
二
百
三
番
の
一
部
、

二
百
十
三
番
の
一
部
、
三
番
地

先
の
一
部
、
百
一
番
地
先
の
一

部
、
百
三
番
地
先
の
一
部
、
百

五
番
地
先
の
一
部
、
二
百
一
番

地
先
の
一
部
、
二
百
三
番
地
先

の
一
部
及
び
二
百
十
三
番
地
先

の
一
部

㈡

変
更
後

中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
の
一
部
、
日
本
橋
二
丁
目
の
一
部
、

日
本
橋
三
丁
目
の
一
部
及
び
八
重
洲
一
丁
目
の
一
部
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け
る

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

二
二
九
、
八
六
六

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
六
条

第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地

方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
に
お
け

る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
う
ち
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

一
、
五
三
六
、
六
六
二

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を

超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に

六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

選
挙
区
名

数

千
代
田
区
選
挙
区

１８,０７１

中
央
区
選
挙
区

４５,８９１

港
区
選
挙
区

６７,９５２

新
宿
区
選
挙
区

９１,９４５

文
京
区
選
挙
区

６１,５５４

台
東
区
選
挙
区

５６,３７３

墨
田
区
選
挙
区

７７,１６６

江
東
区
選
挙
区

１３７,２４７

品
川
区
選
挙
区

１１３,６３９

目
黒
区
選
挙
区

７９,２５４

大
田
区
選
挙
区

１７０,０１４

世
田
谷
区
選
挙
区

１９５,８１２

渋
谷
区
選
挙
区

６４,７１３

中
野
区
選
挙
区

９４,７８２

杉
並
区
選
挙
区

１４８,１８８

豊
島
区
選
挙
区

７７,７８３

北
区
選
挙
区

９７,０４４

荒
川
区
選
挙
区

５７,１７９

板
橋
区
選
挙
区

１４５,７３４

練
馬
区
選
挙
区

１６９,８３７

足
立
区
選
挙
区

１６１,５３３

葛
飾
区
選
挙
区

１２７,２０７

江
戸
川
区
選
挙
区

１６０,２４２

八
王
子
市
選
挙
区

１４５,３３９

立
川
市
選
挙
区

５１,４３４

武
蔵
野
市
選
挙
区

４１,５１７

三
鷹
市
選
挙
区

５２,９１１

青
梅
市
選
挙
区

３７,７４７

府
中
市
選
挙
区

７１,８９６

昭
島
市
選
挙
区

３１,４５６

町
田
市
選
挙
区

１１９,６４１

小
金
井
市
選
挙
区

３４,４１９

小
平
市
選
挙
区

５３,５１８

日
野
市
選
挙
区

５２,０１０

西
東
京
市
選
挙
区

５７,１８０

西
多
摩
選
挙
区

６８,９５９

南
多
摩
選
挙
区

６６,９２４

北
多
摩
第
一
選
挙
区

８５,６３０

北
多
摩
第
二
選
挙
区

５６,８７２

北
多
摩
第
三
選
挙
区

８９,８８０

北
多
摩
第
四
選
挙
区

５３,６３２

島
部
選
挙
区

７,０３９

公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
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四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

村
田
燃
料

株
式
会
社

村
田

英
幸

中
央
区
東
日
本
橋
二

丁
目
六
番
六
号

令
和
三
年
一
月

三
十
一
日

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
大
和
市
高
木
三
丁
目
二
百
三
十

九
番
一
及
び
二
百
四
十
四
番

国
分
寺
市
本
町
二
丁
目
十
六
番

四
号

株
式
会
社
ラ
ス
・
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

横
道

哲
夫

立
川
市
西
砂
町
二
丁
目
十
三
番
十

八

立
川
市
柴
崎
町
二
丁
目
三
番
八

号近
代
建
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役

新
藤

幸
男

あ
き
る
野
市
野
辺
字
宮
ヶ
谷
戸
五

百
六
十
二
番
十
六
、
五
百
六
十
三

番
二
及
び
五
百
六
十
四
番
か
ら
五

百
六
十
六
番
ま
で

あ
き
る
野
市
野
辺
四
百
六
十
五

番
地
一

株
式
会
社
ア
イ
・
シ
ー
・
エ
ス

代
表
取
締
役

井
草

誠

青
梅
市
師
岡
町
二
丁
目
八
十
五
番

一
、
同
番
七
及
び
八
十
八
番
一

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

清
瀬
市
中
里
五
丁
目
千
百
三
十
一

番
一

立
川
市
羽
衣
町
二
丁
目
四
番
九

号株
式
会
社
高
木
工
務
店

代
表
取
締
役

高
木

明
弘

調
布
市
東
つ
つ
じ
ケ
丘
三
丁
目
二

十
九
番
六
及
び
三
十
七
番
三
十
三

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

東
久
留
米
市
下
里
五
丁
目
五
百
五

十
六
番
一
、
五
百
五
十
七
番
一
、

五
百
五
十
八
番
一
及
び
同
番
七

新
宿
区
高
田
馬
場
三
丁
目
四
十

六
番
二
十
五
号

ア
イ
デ
ィ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

久
林

欣
也

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
東
町
一
丁
目
四

百
四
十
五
番
二
十
九
か
ら
同
番
三

十
七
ま
で

千
代
田
区
霞
が
関
一
丁
目
四
番

一
号

日
本
土
地
建
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
松

哲
郎

稲
城
市
大
字
坂
浜
字
十
六
号
千
八

十
六
番
一
及
び
同
番
二
の
各
一
部

神
奈
川
県
厚
木
市
三
田
南
二
丁

目
十
八
番
一－

四
号

株
式
会
社
Ｆ
ｒ
ｅ
ｅ

Ｆ
ａ
ｃ

ｔ
ｏ
ｒ
ｙ

代
表
取
締
役

橋
爪

現

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
協
議
が
成
立
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す

る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

多
摩
市
中
沢
一
丁
目
十
二
番
二

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
東
京
都
知
事

小
池
百
合
子

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

稲
城
市
平
尾
一
丁
目
四
十
二
番
六

の
一
部
、
同
番
六
地
先
、
五
十
七

番
四
の
一
部
、
同
番
六
及
び
同
番

七

神
奈
川
県
川
崎
市
多
摩
区
宿
河

原
二
丁
目
二
十
六
番
一
号

株
式
会
社
Ｔ
Ａ
Ｋ
Ｉ

Ｈ
Ｏ
Ｕ

Ｓ
Ｅ代

表
取
締
役

奥
山

武
志

府
中
市
日
新
町
三
丁
目
十
三
番
一

の
一
部
、
同
番
二
、
同
番
二
地
先
、
荒
川
区
西
日
暮
里
二
丁
目
三
番

六
号
一
Ｆ
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同
番
三
か
ら
同
番
五
ま
で
及
び
同

番
七
の
一
部

株
式
会
社
ラ
ン
ド
テ
ク
ノ

代
表
取
締
役

藤
﨑

亘

東
久
留
米
市
小
山
二
丁
目
四
百
九

十
三
番
一

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
北
町
一
丁
目

二
十
九
番
一
号

兼
六
土
地
建
物
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鍵
市

佳
克

調
布
市
若
葉
町
一
丁
目
七
番
三
十

八

立
川
市
高
松
町
一
丁
目
三
十
番

十
一
号

株
式
会
社
ノ
ー
ヴ
ァ
・
ア
ソ
シ

エ
イ
ツ

代
表
取
締
役

濱
中

敏
之

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
久
留
米
市
新
川
町
二
丁
目
百
九

十
二
番
一
及
び
同
番
二

小
平
市
鈴
木
町
一
丁
目
四
百
七

十
五
番
地
一

武
蔵
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

深
松

優

河
川
整
備
基
本
方
針
の
公
表
に
つ
い
て

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
河
川
整
備
基
本
方
針
を
定
め
た
の
で
、
同
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

河
川
整
備
基
本
方
針
の
名
称

八
ツ
瀬
川
河
川
整
備
基
本
方
針

二

対
象
と
す
る
河
川
の
名
称

二
級
河
川
八
ツ
瀬
川

三

河
川
整
備
基
本
方
針
を
定
め
た
年
月
日

令
和
三
年
三
月
十
二
日

四

河
川
整
備
基
本
方
針
の
公
表
の
方
法

関
係
図
書
は
、
東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
小
笠
原
支

庁
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

令
和
二
年
四
月
十
四
日
付
東
京
都
公
報
に
東
京
都
水
道
局
長
名
で

公
告
し
た
「
水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
」
に

お
け
る
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
避
難
者
の
水
道
料
金
の
減
免
措
置
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
減
免
措
置
の
期
間
を
延
長
す
る
の
で
公
告
す

る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

一

延
長
前
の
減
免
措
置
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
月
分
ま
で

二

延
長
後
の
減
免
措
置
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
月
分
ま
で

水
道
料
金
の
減
免
措
置
に
つ
い
て

令
和
元
年
十
月
十
日
付
東
京
都
公
報
に
東
京
都
水
道
局
長
名
で
公

告
し
た
「
水
道
料
金
の
減
免
措
置
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
減
免
措
置

期
間
の
満
了
に
伴
い
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
、
次
の
と
お
り
減

免
措
置
を
実
施
す
る
の
で
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

（
減
免
措
置
の
対
象
等
）

一

水
道
料
金
の
減
免
措
置
は
、
次
の
各
号
の
上
欄
に
該
当
す
る
も

の
に
係
る
水
道
料
金
に
つ
い
て
、
当
該
下
欄
に
定
め
る
額
（
率
に

よ
り
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
率
を
乗
じ
て
算
出
し
た

額
）
を
減
じ
て
行
う
。

㈠

公
衆
浴
場
営
業
（
東
京
都
給

水
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
東
京

都
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十

三
条
の
三
第
二
項
の
適
用
を
受

け
る
も
の
）

従
量
料
金
に
つ
い
て
、
一

月
当
た
り
五
立
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
使
用
水
量
一
立
方

メ
ー
ト
ル
に
つ
き
十
五
円
を

乗
じ
て
得
た
額
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
額

㈡

社
会
福
祉
施
設

ア

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の

適
用
を
受
け
る
社
会
福
祉
事

業
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第

二
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項

第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

に
規
定
す
る
事
業
（
助
葬
事

業
、
資
金
を
融
通
す
る
事
業
、

相
談
支
援
事
業
、
相
談
に
応

ず
る
事
業
、
手
話
通
訳
事
業
、

居
宅
介
護
等
事
業
、
日
常
生

活
支
援
事
業
、
訪
問
事
業
及

び
移
動
支
援
事
業
を
除

く
。
）
を
行
う
施
設
（
当
該

施
設
が
事
務
所
、
職
員
寮
等

事
業
の
管
理
の
た
め
に
専
ら

利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
ア

又
は
イ
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
も
の

基
本
料
金
及
び
従
量
料
金

の
合
計
額
に
百
分
の
百
十
を

乗
じ
て
得
た
額
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
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ア

国
又
は
地
方
公
共
団
体

が
設
置
又
は
経
営
す
る
も

の
イ

社
会
福
祉
法
の
適
用
を

受
け
る
社
会
福
祉
事
業
以

外
の
事
業
を
行
う
施
設
が

併
設
さ
れ
て
い
る
も
の

イ

更
生
保
護
事
業
法
（
平
成

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
認

可
を
受
け
た
者
が
経
営
す
る

更
生
保
護
施
設

㈢

生
活
保
護
世
帯

ア

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
生
活
扶
助
を
受
け

る
者

基
本
料
金
と
一
月
当
た
り

使
用
水
量
十
立
方
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
分
に
係
る
従
量
料
金

と
の
合
計
額
に
百
分
の
百
十

を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
基

本
料
金
に
百
分
の
百
十
を
乗

じ
て
得
た
額
を
差
し
引
い
て

得
た
額
。
た
だ
し
、
給
水
管

の
呼
び
径
が
三
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て

は
、
基
本
料
金
と
一
月
当
た

り
使
用
水
量
十
立
方
メ
ー
ト

ル
ま
で
の
分
に
係
る
従
量
料

金
と
の
合
計
額
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、

基
本
料
金
と
一
月
当
た
り
使

用
水
量
五
立
方
メ
ー
ト
ル
ま

で
の
分
に
係
る
従
量
料
金
と

の
合
計
額
に
百
分
の
百
十
を

乗
じ
て
得
た
額
を
差
し
引
い

て
得
た
額

イ

生
活
保
護
法
第
十
一
条
第

一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
に
規
定
す
る
教
育
扶
助
、

住
宅
扶
助
、
医
療
扶
助
又
は

介
護
扶
助
を
受
け
る
世
帯

基
本
料
金
と
一
月
当
た
り

使
用
水
量
十
立
方
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
分
に
係
る
従
量
料
金

と
の
合
計
額
に
百
分
の
百
十

を
乗
じ
て
得
た
額

（
条
例
第
三
十
条
第
二
項
第

二
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
者
を
含
む
世
帯
を
除

く
。
）

㈣

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童

扶
養
手
当
受
給
者
（
児
童
扶
養

手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律

第
二
百
三
十
八
号
）
に
よ
り
児

童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
る

者
又
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
等

の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四

号
）
に
よ
り
特
別
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
を
受
け
る
者
）

基
本
料
金
と
一
月
当
た
り

使
用
水
量
十
立
方
メ
ー
ト
ル

ま
で
の
分
に
係
る
従
量
料
金

と
の
合
計
額
に
百
分
の
百
十

を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
基

本
料
金
に
百
分
の
百
十
を
乗

じ
て
得
た
額
を
差
し
引
い
て

得
た
額
。
た
だ
し
、
給
水
管

の
呼
び
径
が
三
十
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
以
上
の
も
の
に
あ
っ
て

は
、
基
本
料
金
と
一
月
当
た

り
使
用
水
量
十
立
方
メ
ー
ト

ル
ま
で
の
分
に
係
る
従
量
料

金
と
の
合
計
額
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、

基
本
料
金
と
一
月
当
た
り
使

用
水
量
五
立
方
メ
ー
ト
ル
ま

で
の
分
に
係
る
従
量
料
金
と

の
合
計
額
に
百
分
の
百
十
を

乗
じ
て
得
た
額
を
差
し
引
い

て
得
た
額

㈤

用
水
型
皮
革
関
連
企
業
（
化

製
場
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）

第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
化

製
場
及
び
染
革
業
）

一
月
当
た
り
百
立
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
使
用
水
量
に

係
る
従
量
料
金
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
二
十

パ
ー
セ
ン
ト

㈥

め
っ
き
業
（
め
っ
き
業
を
専

業
と
す
る
者
の
当
該
め
っ
き
業

に
係
る
施
設
）

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら

同
月
の
定
例
日
（
東
京
都
給

水
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
東

京
都
条
例
第
四
十
一
号
）
第

二
十
四
条
に
規
定
す
る
定
例

日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ま
で
、
一
月
当
た
り
百
五
十

立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
使

用
水
量
に
係
る
従
量
料
金
に

百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た

額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト

令
和
三
年
四
月
の
定
例
日

の
翌
日
か
ら
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
一

月
当
た
り
百
立
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
使
用
水
量
に
係
る

従
量
料
金
に
百
分
の
百
十
を

乗
じ
て
得
た
額
の
十
五
パ
ー

セ
ン
ト

（
減
免
申
請
の
手
続
）

二

こ
の
公
告
の
減
免
措
置
は
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
水
道
使

用
者
の
減
免
申
請
書
の
提
出
に
基
づ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
令
和

元
年
十
月
十
日
付
東
京
都
公
報
に
よ
り
公
告
し
た
「
水
道
料
金
の

減
免
措
置
に
つ
い
て
」
に
よ
り
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
現
在
減

免
措
置
を
受
け
て
い
る
水
道
使
用
者
で
、
こ
の
公
告
に
よ
る
減
免

措
置
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
減
免
申
請
を
不

要
と
し
、
同
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
こ
の
公
告
に
係
る
減
免
申
請

書
を
提
出
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
減
免
の
期
間
）

三

水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
は
、
減
免
申
請
書
が
提
出
さ
れ

た
日
の
属
す
る
月
分
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

（
減
免
申
請
の
受
付
場
所
）

四

減
免
申
請
は
、
次
の
場
所
で
受
け
付
け
る
。

㈠

一
の
減
免
措
置
の
対
象
が
、
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合

減
免
措
置
の
対
象
の
存
す
る
区
域
を
所
管
す
る
水
道
局
営
業

所
㈡

一
の
減
免
措
置
の
対
象
が
、
条
例
の
適
用
さ
れ
る
市
町
の
区

域
に
あ
る
場
合

減
免
措
置
の
対
象
の
存
す
る
区
域
を
所
管
す
る
水
道
局
サ
ー

ビ
ス
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
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下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て

平
成
二
十
三
年
六
月
十
六
日
付
東
京
都
公
報
に
東
京
都
下
水
道
局

長
名
で
公
告
し
た
「
下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
に
つ
い
て
」
に
お
け

る
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
避
難
者
の
下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
に
つ

い
て
、
減
免
措
置
の
期
間
を
次
の
と
お
り
延
長
す
る
の
で
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

延
長
前
の
減
免
措
置
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
月
分
ま
で

二

延
長
後
の
減
免
措
置
の
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
以
降
使
用
を
開
始
し
た
日
の
属
す

る
月
分
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
の
属
す
る
月
分
ま
で

下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
に
つ
い
て

令
和
元
年
十
月
十
日
付
東
京
都
公
報
に
東
京
都
下
水
道
局
長
名
で

公
告
し
た
「
下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
減
免

措
置
の
期
間
の
満
了
に
伴
い
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
次
の
と
お

り
減
免
措
置
を
実
施
す
る
の
で
公
告
す
る
。

令
和
三
年
四
月
十
五
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

（
減
免
措
置
の
対
象
等
）

一

下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
は
、
次
の
各
号
の
上
欄
に
該
当
す
る

も
の
に
係
る
下
水
道
使
用
者
の
下
水
道
料
金
に
つ
い
て
、
当
該
下

欄
に
定
め
る
額
（
率
に
よ
り
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
当
該
率

を
乗
じ
て
算
出
し
た
額
）
を
減
じ
て
行
う
。

㈠

公
衆
浴
場
営
業
（
東
京
都
下

一
月
当
た
り
八
立
方
メ
ー

水
道
条
例
（
昭
和
三
十
四
年
東

京
都
条
例
第
八
十
九
号
）
第
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
料
率

表
の
汚
水
の
種
別
欄
に
掲
げ
る

浴
場
汚
水
の
適
用
を
受
け
る
も

の
）

ト
ル
以
下
の
汚
水
排
出
量
に

係
る
下
水
道
料
金
に
つ
い
て
、

十
六
円
に
百
分
の
百
十
を
乗

じ
て
得
た
額
及
び
一
月
当
た

り
八
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え

る
汚
水
排
出
量
に
係
る
下
水

道
料
金
に
つ
い
て
、
当
該
汚

水
排
出
量
一
立
方
メ
ー
ト
ル

に
つ
き
二
円
を
乗
じ
て
得
た

額
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て

得
た
額

㈡

医
療
施
設
（
医
療
法
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）

第
一
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
病
院
（
国
又
は
地
方
公
共
団

体
が
経
営
す
る
も
の
を
除

く
。
）
）

一
月
当
た
り
五
千
立
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
汚
水
排
出
量

に
係
る
下
水
道
料
金
の
十
パ

ー
セ
ン
ト

㈢

社
会
福
祉
施
設

ア

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十

六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
の

適
用
を
受
け
る
社
会
福
祉
事

業
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第

二
項
各
号
又
は
同
条
第
三
項

第
二
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で

に
規
定
す
る
事
業
（
助
葬
事

業
、
資
金
を
融
通
す
る
事
業
、

相
談
支
援
事
業
、
相
談
に
応

ず
る
事
業
、
手
話
通
訳
事
業
、

居
宅
介
護
等
事
業
、
日
常
生

活
支
援
事
業
、
訪
問
事
業
及

び
移
動
支
援
事
業
を
除

く
。
）
を
行
う
施
設
（
当
該

施
設
が
事
務
所
、
職
員
寮
等

事
業
の
管
理
の
た
め
に
専
ら

利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

く
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
ア

又
は
イ
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
も
の

下
水
道
料
金
の
二
十
パ
ー

セ
ン
ト

ア

国
又
は
地
方
公
共
団
体

が
設
置
又
は
経
営
す
る
も

の
イ

社
会
福
祉
法
の
適
用
を

受
け
る
社
会
福
祉
事
業
以

外
の
事
業
を
行
う
施
設
が

併
設
さ
れ
て
い
る
も
の

イ

更
生
保
護
事
業
法
（
平
成

七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第

四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
認

可
を
受
け
た
者
が
経
営
す
る

更
生
保
護
施
設

㈣

生
活
保
護
世
帯
（
生
活
保
護

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百

四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項

第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規

定
す
る
教
育
扶
助
、
住
宅
扶
助
、

医
療
扶
助
又
は
介
護
扶
助
を
受

け
る
世
帯
）

一
月
当
た
り
八
立
方
メ
ー

ト
ル
以
下
の
汚
水
排
出
量
に

係
る
下
水
道
料
金
の
全
額

㈤

皮
革
関
連
企
業
（
化
製
場
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
四
十
号
）
第
一
条

第
二
項
に
規
定
す
る
化
製
場
及

び
染
革
業
）

一
月
当
た
り
二
百
立
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
一
万
立
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
汚
水
排
出
量

に
係
る
下
水
道
料
金
の
五
十

パ
ー
セ
ン
ト
及
び
一
月
当
た

り
一
万
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
汚
水
排
出
量
に
係
る
下

水
道
料
金
の
三
十
パ
ー
セ
ン

ト

㈥

め
っ
き
業
（
め
っ
き
業
を
専

業
と
す
る
者
の
当
該
め
っ
き
業

に
係
る
施
設
）

一
月
当
た
り
百
立
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
汚
水
排
出
量

に
係
る
下
水
道
料
金
の
二
十

パ
ー
セ
ン
ト

㈦

染
色
整
理
業
（
染
料
、
顔
料

そ
の
他
の
着
色
料
を
使
用
し
て

繊
維
又
は
繊
維
製
品
に
染
色
す

る
業
を
専
業
と
す
る
者
の
当
該

事
業
に
係
る
施
設
）

一
月
当
た
り
五
十
立
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
三
千
立
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
汚
水
排
出
量

に
係
る
下
水
道
料
金
の
十
パ

ー
セ
ン
ト

㈧

高
齢
者
世
帯
（
国
民
年
金
法

一
月
当
た
り
八
立
方
メ
ー
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等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四

号
）
附
則
第
三
十
二
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年

金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

百
四
十
一
号
）
に
基
づ
く
老
齢

福
祉
年
金
を
受
給
し
て
い
る
世

帯
）

ト
ル
以
下
の
汚
水
排
出
量
に

係
る
下
水
道
料
金
の
全
額

㈨

生
活
関
連
業
種
（
別
表
に
掲

げ
る
業
種
に
つ
き
、
同
表
に
定

め
る
要
件
を
満
た
し
て
営
業
す

る
も
の
）

一
月
当
た
り
五
十
立
方
メ

ー
ト
ル
を
超
え
二
百
立
方
メ

ー
ト
ル
以
下
の
汚
水
排
出
量

に
係
る
下
水
道
料
金
に
つ
い

て
、
当
該
汚
水
排
出
量
一
立

方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
五
円
を

乗
じ
て
得
た
額
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
額

（
減
免
申
請
の
手
続
）

二

こ
の
公
告
の
減
免
措
置
は
、
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
下
水
道

使
用
者
の
減
免
申
請
書
の
提
出
に
基
づ
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
令

和
三
年
三
月
三
十
一
日
現
在
、
減
免
措
置
を
受
け
て
い
る
下
水
道

使
用
者
は
、
新
た
な
減
免
申
請
を
不
要
と
し
、
同
年
四
月
一
日
か

ら
継
続
し
て
減
免
措
置
を
適
用
す
る
。

（
減
免
の
期
間
）

三

下
水
道
料
金
の
減
免
措
置
の
期
間
は
、
減
免
申
請
書
が
提
出
さ

れ
た
日
の
属
す
る
月
分
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す

る
。

（
減
免
申
請
書
の
受
付
場
所
）

四

減
免
申
請
は
、
次
の
場
所
で
受
け
付
け
る
。

㈠

水
道
料
金
と
下
水
道
料
金
と
を
併
せ
て
東
京
都
水
道
局
に
納

付
し
て
い
る
場
合

当
該
減
免
措
置
の
対
象
と
な
る
下
水
道
使
用
者
の
存
す
る
区

域
を
所
管
す
る
東
京
都
水
道
局
営
業
所

㈡

下
水
道
料
金
を
東
京
都
下
水
道
局
に
納
付
し
て
い
る
場
合

東
京
都
下
水
道
局
経
理
部
業
務
管
理
課

別
表

業

種

要

件

一

パ
ン
製
造
小
売
業
（
店
舗
を

設
け
、
一
般
消
費
者
を
対
象
に

主
と
し
て
食
パ
ン
（
菓
子
パ
ン

を
含
む
。
）
の
製
造
及
び
販
売

を
行
う
業
）

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
二
百
三
十
三

号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
東
京
都
知
事

（
以
下
「
知
事
」
と
い

う
。
）
の
許
可
を
受
け
て
営

業
す
る
者
（
以
下
「
食
品
衛

生
法
の
許
可
を
受
け
て
営
業

す
る
者
」
と
い
う
。
）
で
あ

る
こ
と
。

二

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
（
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
業
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
七
号
）
第
二
条
第

四
項
に
規
定
す
る
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
所
（
洗
濯
物
の
処
理
を
し
な

い
単
な
る
受
取
及
び
引
渡
し
の

た
め
の
施
設
を
除
く
。
）
を
設

置
し
て
行
う
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業

（
繊
維
製
品
を
使
用
さ
せ
る
た

め
貸
与
し
、
そ
の
使
用
済
み
後

は
、
こ
れ
を
回
収
し
て
洗
濯
し
、

更
に
こ
れ
を
貸
与
す
る
こ
と
を

繰
り
返
し
て
行
う
も
の
を
除

く
。
）
）

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
第
五

条
の
二
の
規
定
に
よ
る
知
事

の
確
認
を
受
け
て
営
業
す
る

者
で
あ
る
こ
と
。

三

魚
介
類
小
売
業
（
店
舗
を
設

け
、
一
般
消
費
者
を
対
象
に
主

と
し
て
生
鮮
魚
介
類
の
販
売
を

行
う
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

四

豆
腐
製
造
小
売
業
（
店
舗
を

設
け
、
一
般
消
費
者
を
対
象
に

主
と
し
て
豆
腐
の
製
造
及
び
販

売
を
行
う
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

五

日
本
そ
ば
店
（
店
舗
を
設
け
、

一
般
消
費
者
を
対
象
に
そ
ば
、

う
ど
ん
等
を
食
さ
せ
る
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

六

中
華
そ
ば
店
（
店
舗
を
設
け
、

一
般
消
費
者
を
対
象
に
中
華
そ

ば
等
を
食
さ
せ
る
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

七

め
ん
類
製
造
業
（
主
と
し
て

め
ん
類
（
ゆ
で
め
ん
、
生
め
ん
、

中
華
め
ん
等
を
い
い
、
乾
め
ん

を
含
む
。
）
の
製
造
を
行
う

業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

八

野
菜
小
売
業
（
店
舗
を
設
け
、

一
般
消
費
者
を
対
象
に
主
と
し

て
生
鮮
野
菜
類
の
販
売
を
行
う

業
）

九

か
ま
ぼ
こ
水
産
加
工
業
（
主

と
し
て
か
ま
ぼ
こ
等
魚
肉
ね
り

製
品
の
製
造
を
行
う
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

十

こ
ん
に
ゃ
く
製
造
業
（
主
と

し
て
こ
ん
に
ゃ
く
の
製
造
を
行

う
業
）

食
品
製
造
業
等
取
締
条
例

（
昭
和
二
十
八
年
東
京
都
条

例
第
百
十
一
号
）
第
七
条
の

規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可
を

受
け
て
営
業
す
る
者
（
以
下

「
食
品
製
造
業
等
取
締
条
例

の
許
可
を
受
け
て
営
業
す
る

者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ

と
。

十
一
㈠

民
生
食
堂
（
東
京
都
民

生
食
堂
指
定
要
綱
（
昭
和

四
十
八
年
三
月
二
十
六
日

四
十
七
民
福
地
第
五
百
七

十
号
民
生
局
長
決
定
）
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
知
事
の
指
定
を
受
け

た
食
堂
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

㈡

大
衆
食
堂
（
店
舗
を
設

け
、
一
般
消
費
者
を
対
象

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ
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に
米
飯
と
多
品
種
の
副
食

物
等
を
一
般
市
価
よ
り
も

低
廉
な
価
格
で
食
さ
せ
る

食
堂
）

と
。

十
二

食
肉
小
売
業
（
店
舗
を
設

け
、
一
般
消
費
者
を
対
象
に
主

と
し
て
食
肉
（
牛
、
豚
、
鶏
等

の
食
肉
を
い
い
、
臓
器
を
含

む
。
）
の
販
売
を
行
う
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

十
三

大
衆
す
し
店
（
店
舗
を
設

け
、
一
般
消
費
者
を
対
象
に
主

と
し
て
調
理
し
た
す
し
を
食
さ

せ
る
業
）

一
人
前
（
並
握
り
ず
し
）

を
千
百
円
以
下
で
食
さ
せ
る

者
で
、
食
品
衛
生
法
の
許
可

を
受
け
て
営
業
す
る
者
で
あ

る
こ
と
。

十
四

あ
ん
類
製
造
業
（
主
と
し

て
あ
ん
類
の
製
造
を
行
う
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

十
五

ソ
ー
ス
製
造
業
（
主
と
し

て
ソ
ー
ス
類
（
ウ
ス
タ
ー
ソ
ー

ス
、
果
実
ソ
ー
ス
、
果
実
ピ
ュ

ー
レ
、
ケ
チ
ャ
ッ
プ
又
は
マ
ヨ

ネ
ー
ズ
）
の
製
造
を
行
う
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

十
六

つ
け
物
製
造
業
（
主
と
し

て
つ
け
物
（
野
菜
、
果
実
、
き

の
こ
等
を
塩
、
み
そ
等
に
漬
け

た
も
の
）
の
製
造
を
行
う
業
）

食
品
製
造
業
等
取
締
条
例

の
許
可
を
受
け
て
営
業
す
る

者
又
は
食
品
衛
生
法
施
行
細

則
（
昭
和
二
十
三
年
東
京
都

規
則
第
百
三
十
号
）
第
十
六

条
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
を

所
轄
保
健
所
長
に
提
出
し
て

営
業
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

十
七

そ
う
ざ
い
製
造
業
（
主
と

し
て
そ
う
ざ
い
（
煮
物
（
つ
く

だ
煮
を
除
く
。
）
、
焼
物
、
揚

物
等
の
副
食
物
）
の
製
造
を
行

う
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

十
八

つ
く
だ
煮
製
造
業
（
主
と

し
て
つ
く
だ
煮
（
あ
さ
り
、
昆

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

布
、
小
魚
等
を
煮
詰
め
た
も

の
）
の
製
造
を
行
う
業
）

と
。

十
九

ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
製
造

業
（
主
と
し
て
食
肉
製
品
（
ハ

ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
、
ベ
ー
コ
ン

そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の
）
の
製
造
（
小
分
け
包
装
の

み
の
場
合
を
除
く
。
）
を
行
う

業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

二
十

水
産
物
仲
卸
業
（
中
央
卸

売
市
場
に
店
舗
を
設
け
、
主
と

し
て
一
般
小
売
店
を
対
象
に
水

産
物
を
販
売
す
る
仲
卸
業
）

食
品
衛
生
法
の
許
可
を
受

け
て
営
業
す
る
者
で
、
東
京

都
中
央
卸
売
市
場
条
例
（
昭

和
四
十
六
年
東
京
都
条
例
第

百
四
十
四
号
）
第
四
十
三
条

の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可

を
受
け
て
営
業
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二
十
一

簡
易
宿
所
営
業
等
（
旅

館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
三
十
八
号
）
第
二
条
第
二

項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
簡

易
宿
所
営
業
等
（
風
俗
営
業
等

の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二

条
第
六
項
第
四
号
に
規
定
す
る

店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
に
係

る
も
の
を
除
く
。
）
）

旅
館
業
法
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
知
事
の
許
可

を
受
け
て
営
業
す
る
者
で
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
要
件
を
満
た

す
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈠

旅
館
業
法
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
も
の

宿

泊
定
員
の
半
数
以
上
を
一

人
一
泊
当
た
り
五
千
円
以

下
で
宿
泊
さ
せ
る
施
設
を

備
え
て
い
る
こ
と
。

㈡

旅
館
業
法
第
二
条
第
三

項
に
規
定
す
る
も
の

宿

泊
定
員
の
半
数
以
上
を
一

人
一
泊
当
た
り
二
千
円
以

下
で
宿
泊
さ
せ
る
施
設
を

備
え
て
い
る
こ
と
。

二
十
二

理
容
業
（
理
容
師
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

三
十
四
号
）
第
一
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
理
容
所
を
設
置

理
容
師
法
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
届

け
出
て
営
業
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

し
て
、
一
般
消
費
者
を
対
象
に

理
容
を
行
う
業
）

二
十
三

美
容
業
（
美
容
師
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
美
容
所
を
設
置
し
て
、

一
般
消
費
者
を
対
象
に
美
容
を

行
う
業
）

美
容
師
法
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
届

け
出
て
営
業
す
る
者
で
あ
る

こ
と
。

備
考一

業
種
の
欄
に
掲
げ
る
営
業
の
た
め
に
使
用
し
た
汚
水
排
出
量

に
係
る
下
水
道
料
金
は
、
東
京
都
下
水
道
条
例
施
行
規
程
（
昭

和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
八
号
）
第
二

十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
徴
収
単
位
ご
と
に
算
出
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

二

業
種
の
欄
に
掲
げ
る
営
業
を
行
う
店
舗
が
チ
ェ
ー
ン
店
又
は

フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
店
で
、
水
道
使
用
者
名
に
チ
ェ
ー
ン
店
名
又

は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
店
名
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
（
一
部
使

用
を
含
む
。
）
、
当
該
下
水
道
使
用
者
は
、
減
免
措
置
の
対
象

と
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

三

業
種
の
欄
に
掲
げ
る
営
業
に
係
る
水
道
料
金
及
び
下
水
道
料

金
の
請
求
先
が
本
社
等
に
集
約
さ
れ
、
そ
の
支
払
い
（
口
座
振

替
、
事
前
登
録
に
よ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
を
含
む
。
）

が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
下
水
道
使
用
者
は
、
減
免
措
置

の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
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